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東京都水道局情報公開事務取扱要領 

 

                                     平成１１年１２月２８日１１水総広第２５８号 

                           一部改正  平成１６年  ４月  １日１５水総広第４２４号 

              一部改正 平成１９年 ４月 １日１８水サ広第４５４号 

              一部改正 平成１９年 ９月 １日１９水サ広第１６４号 

              一部改正 平成２０年 ４月 １日１９水サ広第４９３号 

一部改正 平成２２年 ７月１６日２２水サ広第２９５号 

一部改正 平成２８年 １月 １日２７水サ広第３０４号 

一部改正 平成２８年 ４月 １日２７水サ広第４２４号 

一部改正 平成２９年 ７月 １日２９水ササ第 ９８号 

一部改正  令和 ２年 ４月 １日 ２水ササ第 ８０号 

一部改正  令和 ３年 ２月 １日 ２水ササ第２５８号 

一部改正  令和 ４年 ４月 １日 ４水ササ第 ６６号 

一部改正  令和 ５年 ４月 １日 ５水ササ第１１４号 

一部改正  令和 ６年 ４月 １日 ６水ササ第 ６２号 

 

 

 

第１ 趣旨 

   東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以下「条例」という。）に定め

  る情報公開に関する事務処理（以下「情報公開事務」という。）は、別に定めがある

  場合を除き、この要領に定めるところにより行うものとする。 

 

 

第２ 情報公開事務 

 １ 窓口の設置等 

  （１）局の情報公開事務を行うための窓口として、水道局情報コーナー（以下「局情

報コーナー」という。）をサービス推進部サービス推進課に設置し、その取扱事務

は、次のとおりとする。 

   ア 情報公開についての局内の案内及び相談に関すること。 

   イ 局における情報公開事務についての連絡調整に関すること。 

   ウ 総務局総務部情報公開課長（「以下「情報公開課長」という。）との連絡に関

すること。 

   エ 局の公文書に係る開示請求書の受付に関すること。 

   オ 局における公文書の開示に関すること。 

   カ 局において行う公文書の写しの交付に係る開示手数料の徴収に関すること。 

   キ 局における総合的な情報公表・提供に関すること。 

  （２）知事が実施する情報公開事務を行うための窓口として、総務局に都民情報ルー

ムが設置されており、その取扱事務は、次のとおりである。 
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   ア 情報公開についての総合的な案内及び相談に関すること。 

   イ 情報公開事務についての総合的な連絡調整に関すること。 

   ウ 公文書に係る開示請求書の受付に関すること。 

   エ 公文書の開示に関すること。 

   オ 開示手数料の徴収に関すること。 

   カ 総合的な情報公表・提供に関すること。 

   都民情報ルームにおいても、水道局に係る開示請求書の受付、開示等を行うこ  

  とができるものとする。 

 

 ２ 主務課が行う事務 

   開示請求のあった公文書に係る事案を主管する課（課に相当する所を含む。以下 

  「主務課」という。）においては、原則として次のことを行うものとする。 

  ア 情報公開についての局内の案内及び相談に関すること。 

  イ 主務課の公文書に係る開示請求の受付に関すること。 

  ウ 開示請求のあった公文書の検索に関すること。 

  エ 開示請求のあった公文書に係る開示決定等に関すること。 

  オ 条例第15条第１項及び第２項の規定により、都以外のものに対し、意見書を提出

   する機会を与えること。 

  カ 主務課における公文書の開示に関すること。 

  キ 主務課における情報公表・提供に関すること。 

 

 ３ 受付時間 

   窓口及び主務課における１及び２の事務に係る受付時間は、東京都の休日（東京

都の休日に関する条例（平成元年東京都条例第10号）第１条第１項に規定する休日

をいう。）を除く日の午前９時から午後５時までの間とする。ただし、受付時間に

ついて別途定めのある場合はこの限りでない。 

 

第３ 公文書の開示事務 

 １ 事前案内 

  （１）開示請求の手続 

      開示請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような情報が知りたいのか確

認し、開示請求の手続を説明する。その際、情報提供ができるものについては、主務

課、都民情報ルーム又はインターネットのホームページで閲覧等ができる旨を説明す

る。 

      なお、次のいずれかに該当する場合は、他の制度により閲覧等が可能であるため、

  それぞれの閲覧手続等を説明する。 

     ア 条例第２条第２項各号（適用除外）に該当する場合 

        （ア）第１号に該当する場合 

            本号に該当する場合は、都立図書館等に備え付けてあること、また、書店等

          で販売されていることを説明するものとする。 
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        （イ）第２号に該当する場合 

東京都公文書等の管理に関する条例（平成29年東京都条例第39号）第２条第

４項に規定する特定歴史公文書等については、公文書の開示の規定は適用され

ない。 

    （ウ）第３号に該当する場合 

東京都規則で定める都の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は

学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、条例に定める公文書

から除外され、公文書の開示の規定は適用されない。しかし、個別に閲覧手続

等を定めているので、当該資料の所管部署を案内するものとする。 

 

第２条（略） 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取

得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう

。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。  

 (1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ 

   とを目的として発行されるもの 

 (2) 都の公文書館その他東京都規則で定める都の機関において、歴史的若しく 

   は文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

 

東京都情報公開条例施行規則 

第２条 条例第２条第２項第２号の東京都規則で定める都の機関は、次に掲げる

 ものとする。 

  一  東京都江戸東京博物館 

  二  東京都写真美術館 

  三  東京都立中央図書館 

  四  東京都現代美術館 

  五  警視庁広報センター 

  六  東京消防庁消防防災資料センター 

  七 首都大学東京図書情報センター本館 

    イ  条例第２条の２（法律による適用除外）に該当する場合 

         本条に該当する場合は、漁業法、刑事確定訴訟記録法その他の法令の規定によ 

り閲覧等の手続や閲覧等ができる場所を案内するものとする。 

     ウ 条例第18条（他の制度等との調整）に該当する場合 

 （ア）条例第18条第２項に規定する実施機関の定める方法は、現に配布している

印刷物による情報の提供とする。 

 （イ）条例第18条に該当する公文書又はインターネットによる公表情報等は、他
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の制度等による閲覧等ができるので、閲覧等の方法や閲覧等ができる場所を案

内するものとする。 

 

第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄 

 本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書（東京都事務手数料条例（昭

 和24年東京都条例第30号）第２条第11号に規定する謄本若しくは抄本の交付又

 は同条第12号に規定する閲覧の対象となる公文書を含む。）については、公文

 書の開示をしないものとする。 

２ 実施機関は、都の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出

 すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧

 させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示

 をしないものとする。  

    エ 個人情報又は特定個人情報に係る本人からの開示請求に対する取扱い 

  個人情報又は特定個人情報に係る本人からの開示請求については、個人情報の

保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）及

び個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年東京都条例第130号。以下「個

人情報保護法施行条例」という。）に基づく開示請求をすることとなるので、こ

れらに該当することが確認できた場合は、個人情報保護法及び個人情報保護法施

行条例による開示請求手続を説明するものとする。 

   

   （２）開示請求の方法に係る留意事項 

      ア  電話又は口頭による開示請求 

           条例第６条及び東京都水道局長が行う情報公開事務に関する規程（平成11年

東京都水道局管理規程第18号。以下「規程」という。）第２条は開示請求書を

提出すること又は東京都水道局長（以下「局長」という。）が指定する電子情

報処理組織（以下「情報公開用システム」という。）を利用して開示請求書に

記載すべき事項及び電子メールアドレスを局長に送信することを定めているの

で、電話又は口頭による開示請求は認めない。 

       イ  電子メールによる開示請求 

   電子メールによる開示請求については、当分の間、情報公開用システムによ

るものとする。 

 

２ 開示請求書の受付 

   （１）形式要件の確認 

     提出された開示請求書（規程別記第１号様式）について、必要事項が記載され

ているかどうか確認する（開示請求者が法人その他の団体である場合は、「連絡

先」欄への法人その他の団体の担当者その他連絡可能な者の氏名及び電話番号の

記載も必要）。 
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   （２）開示請求に係る公文書の特定 

     開示請求書に記載された公文書の件名が、該当する公文書を特定することがで

きるものであるか確認する。記載があいまい、理解不能その他の理由により開示

請求に係る公文書の特定ができない場合には、開示請求者に確認するなどして、

当該開示請求の趣旨を十分に理解した上で、当該公文書の件名又は内容等につい

ての特定を行う。その際、文書検索目録（規程別記第16号様式）及び規程第14条

に規定する文書目録情報検索用データベース（以下「文書目録情報検索用データ

ベース」という。）を活用し、又は主務課と十分連絡を取り合うなどして、開示

請求者が開示請求をする上で有用な情報の提供に努める。 

     開示請求書には、できるだけ公文書の件名そのものを記載させることが望まし

いが、文書検索目録には公文書の件名そのものが記載されているわけではなく、

また、一般に、開示請求者は、行政実務に通じているわけではないので、公文書

の内容が特定されるような記載であれば差し支えない。 

   （３）その他留意事項 

    ア 同一人から複数の開示請求があった場合は、「開示請求に係る公文書の件名

又は内容」欄に記入することができる範囲で、１枚の開示請求書により受け付

けることができる（実施機関が異なる場合を除く。）。 

    イ 「開示請求者」欄には、押印は要しない。 

    ウ 条例に基づく開示請求の対象とならない文書の請求があった場合は、前記１

（１）アからエまでによる。  

       エ 開示請求書を受け付ける段階で開示請求に係る公文書が著しく大量であるこ

とが想定される場合は、開示請求者に対し、できるだけ分割請求や抽出請求に

よるよう協力を要請する。 

  （４）開示請求書の補正 

 開示請求書の必要事項の記載に漏れがある場合（不鮮明な記載又は意味不明な記

載を含む。）や公文書の特定ができない場合には、その場で補正を求める。郵便、

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）又はファクシミリによる

開示請求の場合その他その場で補正することができない場合は、相当の期間を定め

て開示請求者に補正を求めるものとする。開示請求者が当該期間内に補正に応じな

いとき又は開示請求者に連絡がつかないときは、請求を拒否する決定（以下「却

下」という。）を行う（却下する場合の処理については第３.５.（10）参照）。 

   （５）郵便等による開示請求の受付 

 郵便等により開示請求書が送付されてきた場合は、上記（１）及び（２）により

記載事項を確認し、不備がない場合には、受付をし、開示請求者に開示請求書の写

しを送付する。この場合、当該開示請求書が窓口又は主務課に到達した日を受付日

とする。 

   （６）ファクシミリによる開示請求の受付 

 ファクシミリにより開示請求書が送信されてきた場合は、上記（１）及び（２）
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により記載事項を確認し、不備がない場合には、受付をし、開示請求者に開示請求

書の写しを送付する。この場合、ファクシミリに着信した記録内容を紙に記録して

到達した文書とみなした日を受付日とする。 

 

 ３ 開示請書の収受に係る事務 

   開示請求書を受け付けたときは、開示請求書の「備考」欄に受付年月日及び受け付

  けた窓口又は主務課を記入（収受印の押印で代えることができる。）した後に開示請

  求書の写しを作成し、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付するとともに、次の

  事項について説明する。 

  （１）開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示決定等を行うこ

と。また、その旨の通知に１日から２日要すること。当該通知日と公文書を開示す

る日は異なること。やむを得ない理由があるときは、開示決定等を行う期限を60日

を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨を通知すること。 

  （２）開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日

以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生

ずるおそれがあるときは、60日を超えて開示決定等を行う場合があること。その場

合は、開示請求があった日から14日以内にその旨の決定をし、開示請求に係る公文

書のうちの相当の部分につき60日以内に、残りの公文書については60日を超えて開

示決定等を行う旨を通知すること。 

  （３）公文書の写しの交付に際して、開示手数料を徴収すること。 

  （４）公文書の開示をする場合の日時及び場所は、開示決定通知書（規程別記第２号

様式）又は一部開示決定通知書（規程別記第３号様式）により通知すること。 

 

 ４ 受付後の開示請求書の取扱い 

  （１）決定期間の起算日 

     窓口又は主務課で開示請求書を受け付けた日を、条例第12条第１項に規定する

開示請求があった日とする。したがって、その翌日が決定期間の起算日となる。 

     なお、開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正を求めた日の翌日

から当該補正が完了した日までの日数は、決定期間に算入しない。 

  （２）開示請求書の送付 

     開示請求書を受け付けた場合は、開示請求書の写しを作成し保管するとともに、

    次のとおり迅速に処理するものとする。 

   ア 局情報コーナーで開示請求書を受け付けた場合 

     開示請求書を主務課に送付するとともに、その写しを総務局総務部情報公開課

（以下「情報公開課」という。）に送付する。 

   イ 主務課で開示請求書を受け付けた場合 

  開示請求書を主務課として保管するとともに、その写しをサービス推進部サー

ビス推進課に２部（１部は情報公開課用）送付する。  

  （３）主務課の特定 

     開示請求に係る公文書が、当該公文書を作成した課及び取得した課のいずれに
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も存在するときは、当該公文書を作成した課をもって主務課とするものとする。 

     主務課が特定された後に、他の実施機関において当該公文書の開示決定等を判

断すべきであると思われるときは、後記「５(３) 事案の移送事務」により処理

するものとする。 

  （４）文書総合管理システムへの記録 

         主務課は、東京都水道局文書管理規程（平成11年東京都水道局管理規程第26

号）に定める手続に基づき、開示請求書に収受印を押印するとともに、文書総合

管理システムに文書管理事項を記録する。  

 

 ５ 開示決定等の事務 

  （１）公文書の内容の検討 

     主務課は、開示請求に係る公文書について、条例第７条各号に該当するかどう

かを検討し、また、必要に応じて関係部署に協議する。 

  （２）決定期間の延長 

      ア 条例第12条第２項の規定により開示決定等の期間を延長する場合 

     開示請求があった日から14日以内に開示決定等をすることができないときは、

    開示請求があった日から14日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、開示請求

    者に対し、速やかに開示決定等期間延長通知書（規程別記第５号様式）によりそ

    の旨を通知する。なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期

    間を設定する。また、「延長の理由」欄には、延長する理由をできるだけ具体的

    に記入するものとする。 

      イ 条例第12条第３項の規定により開示決定等の期間を延長する場合（開示請求に

    係る公文書が著しく大量である場合） 

    開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以

内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障

が生ずるおそれがあると判明したときは、開示請求があった日から14日以内に条例

第12条第３項を適用する旨の決定をし、開示請求者に対して、開示決定等期間特例

延長通知書（規程別記第６号様式）により、開示請求に係る公文書のうちの相当の

部分につき開示決定等をする期間、残りの公文書について開示決定等をする期限及

び本項を適用する理由等を通知する。その場合、本項を適用する理由は、できるだ

け具体的に記入するものとする。 

なお、本項を適用する場合は、延長の理由等について、総務部調整担当課長及 

びサービス推進部サービス推進課長に協議するものとする。 
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第12条（略） 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定 

 等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度として 

 その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請 

 求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけ 

 ればならない。 

３ 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から 

 60日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著 

 しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施 

 機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示 

 決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足 

 りる。この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、開示請 

 求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

   (1)本項を適用する旨及びその理由 

  (2)残りの公文書について開示決定等をする期限  

  （３）事案の移送事務 

     実施機関は、条例第14条第１項又は第４項に該当すると判断した場合（当該公

文書が他の実施機関又は都議会により作成されたものである場合等）は、次の手

順にしたがって処理するものとする。ただし、実施機関内部における主務課の変

更手続ではないので、事務処理上誤りがないよう注意すること。 

   ア 移送先実施機関（都議会を含む。以下同じ。）との協議を経て、事案の移送を

    決定し、当該決定後、移送先実施機関に対し、事案を移送する旨の通知文及び当

    該事案に係る開示請求書又は情報公開用システムを利用して行われた開示請求  

       （以下「開示請求書等」という。）を送付する。 

   イ 情報公開課長に書面により事案を移送した旨を通知する。 

   ウ 開示請求者に対し、事案移送通知書（規程別記第７号様式）により事案を移送

    した旨を通知する。 

   エ 事案を移送した場合は、移送先実施機関との連絡を密にするとともに、開示請

    求に係る公文書の貸与その他の必要な協力を行うものとする。 

   オ 移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送先実施機関がしたものとみな

    される。特に、開示決定等の期限は、開示請求者が、移送をした実施機関に開示

    請求をした日の翌日から進行することに留意する。 
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第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成された

 ものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正

 当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に

 対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機

 関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければな

 らない。 

２から４まで（略） 

  （４）第三者情報の取扱い 

     開示請求に係る公文書に、都以外のものに関する情報が記録されている場合で

あって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするため、「第４ 

第三者保護に関する手続」により処理するものとする。 

  （５）協議等 

   ア 開示請求に係る公文書の全部若しくは一部を開示しない旨の決定（開示請求に

係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係

る公文書を保有していないときの決定を含む。）をし、又は開示請求を却下する

に当たっては、総務部調整担当課長、サービス推進部サービス推進課長及び関係

部課長に協議すること。 

   イ  業務用システムに関する開示は、総務部情報化推進担当課長に協議するものと 

する。 

   ウ 開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定を行

    った場合は、その都度、東京都情報公開・個人情報保護審議会への報告について

    （別記第１号様式）により東京都情報公開・個人情報保護審議会にその旨を報告

    するものとする。 

   （６）適用除外文書又は他の制度等との調整により本条例上の開示を行わない公文書

の処理 

        開示請求に係る公文書が条例第２条第２項各号若しくは条例第２条の２に規定

する適用除外文書である場合又は条例第１８条各項（他の制度等との調整）に該

当するため条例上の開示を行わない場合は、当該請求を却下する。 

  （７）開示決定通知書（規程別記第２号様式）の記入要領 

   ア 「公文書の件名」欄 

     開示請求書等の「開示請求に係る公文書の件名又は内容」欄に記載された事項

        をそのまま記載するのではなく、当該公文書の文書番号（文書総合管理システム

        に記載されているもの又は平成15年９月30日以前に作成された文書管理台帳に登

    録されているものに限る。）及び件名を正確に記入する。 

   イ 「公文書の開示をする日時」欄 

     開示をする日は、開示決定通知書が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し

    て到達予定日から数日置いた日とし、時間は通常の勤務時間内で指定する。 
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     なお、開示請求者と事前に電話等により調整を行い、開示請求者の都合のよい

    日時を指定するよう努める。 

     公文書の開示の日時及び場所の通知は、条例により、書面によることを義務付

    けられているので、開示請求者と事前に連絡がとれず、開示決定通知書送付後に

    日時及び場所を決定した場合は、改めてその旨を書面により通知する。 

   ウ 「公文書の開示をする場所」欄 

     原則として、局情報コーナーを指定すること。 

   エ 「開示の方法」欄 

当該開示請求について、どのような方法で開示するかを具体的に（ディスプレ

イに出力したものの視聴、印刷物に出力したものの閲覧・交付、光ディスクに複

写したものの交付等）記載する。 

なお、開示請求者と事前に、拡大・縮小コピーやカラーコピーの希望の有無、

写しの交付を希望する媒体（特に電磁的記録）等について十分調整するものとす

る。 

      オ その他 

     条例第12条第３項の規定に基づき決定期間を延長したとき（上記 （２）イ参

照）は、「備考」欄に残りの公文書に係る決定期限を記載するものとする。 

  （８）一部開示決定通知書の記入要領 

      ア 「公文書の件名」欄から「開示の方法」欄まで 

          上記 （７）アからエまでと同じ 

      イ 「開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用す

    る理由」欄 

     開示しない部分並びに該当する不開示条項及び当該条項を適用する理由につい

    て、専門的な知識を有しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。

    複数の不開示事由に該当する場合には、該当する条項ごとにその理由を記入する。 

 

（開示しない部分の記載例） 

○○通知書のうち、「氏名」「年齢」欄の部分 

 

 

（開示しない部分にそれぞれ対応した不開示条項及び当該条項を適用する理 

由の記載例） 

Ａの部分は、～の理由により条例第７条第２号に該当。 

Ｂの部分は、～の理由により条例第７条第３号に該当し、～の理由により条 

例第７条第４号にも該当する。 

   ウ 「東京都情報公開条例第13条第２項の規定に該当する場合の公文書の開示をす

    ることができる時期」欄 

     開示請求に係る公文書の一部を開示しない旨の決定の日から１年以内に、その
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    全部又は一部を開示することができるようになることが明らかな場合は、その期

    日を記入する。 

      エ  その他 

     上記（７）オと同じ。 

   （９）不開示決定通知書（規程別記第４号様式）の記入要領 

      ア 「公文書の件名」欄 

          上記 （７）アと同じ。ただし、開示請求に係る公文書を保有していない場合

（文書不存在）又は存否応答拒否をする場合は、開示請求書等に記載された公文書

 の件名を記入する。 

      イ 「開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由」欄 

     該当する不開示条項及び当該条項を適用する理由について、専門的な知識を有

    しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。複数の不開示事由に

    該当する場合には、該当する条項ごとにその理由を記入する。 

     なお、文書の不存在を理由として不開示決定を行う場合は、開示請求者が開示

    を求めている公文書が実施機関に存在しない理由を明記する。 

 

（不存在理由の記載例） 

１ 当該公文書は～（文書の性質・不存在の事情等）のため、実施機関では

 作成及び取得しておらず、存在しない。 

２ 当該公文書は○年に作成された○年保存の公文書であるため、○年に廃

 棄済であり、現在は存在しない。 

     また、存否応答拒否をする場合は、開示請求に係る公文書が仮に存在した場合

    に適用することとなる不開示条項及び当該公文書の存否を明らかにすることが不

    開示情報を開示することになる理由を記載する。 

      ウ 存否応答拒否をする場合の留意事項 

     開示請求に係る公文書が存在しない場合には不存在を理由として不開示決定を

    し、存在する場合には存否応答拒否をしたのでは、存否応答拒否をする場合は当

    該公文書が存在することを開示請求者に推測されることとなる。したがって、存

    否応答拒否をする場合は、開示請求の内容に十分注意し、実際の公文書の有無を

    問わず存否応答拒否をする必要があることに留意する。 

   エ 「東京都情報公開条例第13条第２項の規定に該当する場合の公文書の開示をす

    ることができる時期」欄 

          不開示決定の日から１年以内に、その全部又は一部を開示することができるよ

    うになることが明らかな場合は、その期日を記入する。 

      オ  その他 

     上記（７）オと同じ。 

  （10）開示請求を却下する場合の処理 

        開示請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者が補正に応じない等の理

   由により開示請求を却下する場合は、開示請求却下通知書（第２号様式）により通
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   知する。 

   （11）開示決定通知書等の送付 

   ア 主務課は、開示決定等をした場合は、開示決定通知書、一部開示決定通知書又

    は不開示決定通知書（以下「開示決定通知書等」という。）を作成し、これを遅

    滞なく開示請求者に送付する。ただし、同一人から同一内容で複数の主務課に対

    して開示請求が行われた場合は、各主務課で開示決定等をした上で、サービス推

        進部サービス推進課長がとりまとめて開示決定通知書等を作成し、開示請求者に

        送付することができる。 

   イ 主務課は、開示決定通知書等及び開示請求却下通知書の写しをサービス推進部

        サービス推進課に２部（１部は、情報公開課用）送付する。 

  

 ６ 公文書の開示方法 

  （１）閲覧の方法 

ア 文書、図画又は写真については、これらの原本又はその写しを指定の場所で閲

覧に供することにより行うものとする。 

イ 電磁的記録（ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電

磁的記録を除く。）については、紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供する

ことにより行うものとする。ただし、画面のハードコピー（画面に表示されてい

る状態を、そのまま印刷する機能を用いて出力したものをいう。以下同じ。）に

よる閲覧は、当該電磁的記録を保存する情報処理システム等が出力機能を具備し

ない場合に限り行うことができる。 

ウ 公文書の一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該公文書の写しを作成し、

開示することができない部分をその他の部分と明確に区分できると実施機関が判

断する方法で塗りつぶした状態で閲覧に供する等の方法により行うものとする。 

エ 当該公文書の開示請求時に開示請求者から、カメラ、デジタルカメラ、カメラ

付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他これらに類する機器

（以下「カメラ等」という。）による撮影、複写又は読み取り（以下「撮影等」

という。）の申出があったときは、撮影等に必要なカメラ等、什器、電源等を持

参する場合に限り使用を認めるものとする。ただし、閲覧時に、カメラ等を当該

公文書の撮影等以外に使用した場合その他事務上相当な理由がある場合は、その

使用の中止を命ずることができる。 

  （２）視聴の方法 

ア フィルムについては、映写機、再生機器等の通常の用法により行うものとする。 

イ 電磁的記録の視聴について、容易に対応できるときは、再生機器等の通常の用

法又はディスプレイに出力したものにより行うものとする。 

ウ 公文書の一部を視聴に供する場合は、視聴に供することができる部分から不開

示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に係る部

分を区分して除くことにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めると

きに、不開示情報に係る部分を除いて、当該公文書を視聴に供することにより行

うものとする。 
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  （３）写しの交付の方法 

    公文書の写しの交付は、おおむね次の方法により行うものとする。 

   ア 文書、図面又は写真の写しの交付の方法 

（ア）文書、図画又は写真については、原則として乾式複写機により、当該文書、

図画若しくは写真の写しを作成し、又は当該文書、図面若しくは写真をスキャ

ナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ。

以下同じ。）に複写して、これを交付するものとする。 

（イ）開示請求に係る公文書が多色刷りの場合にあっては、開示請求者から申出が

あったときは、多色刷りに対応した複写機により当該公文書の写しを作成して、

これを交付することができる。 

（ウ）写しの作成は、対象公文書の原寸により行うものであるが、開示請求者から

申出があった場合で、複写作業に著しい支障を来さないと認めたときは、Ｂ５

判、Ａ４判、Ｂ４判又はＡ３判のいずれかの規格に拡大又は縮小することによ

り写しを作成し、交付することができる。ただし、複数ページの文書を合成し

て、一枚の写しを作成することはしない。  

（エ）開示請求者から申出があった場合は、開示請求に係る公文書を破損、又は汚

損するおそれがないと実施機関が認めたときに限り、用紙の両面に写しを作成

し、交付することができる。 

（オ）文書、図面又は写真をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディ

スクに複写して交付する場合において、対象公文書に不開示情報が含まれると

きは、あらかじめ当該公文書の写しを作成し、不開示情報に係る部分をその他

の部分と明確に区分できると実施機関が判断する方法で塗りつぶしたものをス

キャナで読み取って電磁的記録とする、又は当該公文書の原本若しくはその写

しをスキャナで読み取ってできた電磁的記録に不開示部分が復元、判読されな

いよう電子的に被覆を施すなどの方法により行うものとする。 

   イ マイクロフィルムの写しの交付の方法 

マイクロフィルムについては、Ａ３判までの用紙に印刷したものを交付するも

のとする。 

      ウ フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付の方法 

        （ア）フィルム（映写機、再生機器等を用いるものを除く。） 

当該フィルムを印画紙に印画して行うことを原則とし、開示請求者から

申出があった場合で技術的に可能であるときは、フィルム又は光ディスク

その他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することができる。 

        （イ）映写機、再生機器等を用いるフィルム 

当該フィルムを光ディスクに複写して行うことを原則とし、開示請求者

から申出があった場合で技術的に可能であるときは、フィルム又はビデオ

テープその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することができる。 

（ウ）フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付を行う場合、東京都

情報公開条例施行規則（平成11年東京都規則第229号。以下「施行規則」と

いう。）第２条第２項の規定に基づき、開示請求者に当該処理に要する費用
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の概算額の前納について求めた上で、外部委託を行う。当該処理に要する委

託費等については、その見積額をもって概算額とし、納入通知書を発行する。

納付確認後委託契約を行い、当該写しの作成の終了後、委託契約額をもって

確定額とし精算する。 

   エ ビデオテープ又は録音テープの写しの交付の方法 

（ア）ビデオテープ又は録音テープについては、原則として現有の録音再生機

器又は録音再生機器等を用いて作成した複製物を交付するものとする。 

   複製物の作成に当たっては、ビデオテープはＶＨＳ規格・120分、録音テ

ープ（カセットテープ）はノーマルタイプ・90分のものを使用するものと

する。 

（イ）開示請求者から申し出があった場合で容易に対応できるときは、光ディ

スクその他の電磁低記録媒体に複写したものを交付することができる。 

   なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要な場合には、施行規則第３

条第３項の規定に基づき、開示請求者に当該処理に要する費用等の概算額

の前納を求めた上で、外部委託等を行う。 

   特別の処理とは、写しを作成するために必要な処理であって、主務課が

現有する機器、技術等による対応が困難であり、外部委託等を行うことに

より処理することが相当であるものをいう。 

   当該処理に要する委託費等については、その見積額をもって概算額とし、

納入通知書を発行する。納付確認後委託契約を行い、当該写しの作成の終

了後、委託契約額をもって確定額とし清算する。 

（ウ）ビデオテープ又は録音テープの一部の写しの交付は、不開示情報に係る

部分を無録音及び無録音状態にする等、不開示部分の位置や大きさが判別

できるようにし、不開示情報を除いた部分の写しを作成することにより行

うものとする。 

オ ビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電磁的記録の

写しの交付の方法 

（ア）ビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電磁的記

録については、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付

するものとする。 

   なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要な場合、当該処理に要する

費用については、前記エ（イ）と同様に取り扱うものとする。 

（イ）ビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電磁的記

録の一部の写しの交付は、前記エ（ウ）と同様に行うものとする。 

カ 電磁的記録（ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された

電磁的記録を除く。）の写しの交付の方法 

（ア）電磁的記録の写しの交付は、紙に出力したものの交付（ただし、画面の

ハードコピーの交付は、当該電磁的記録を保存する情報処理システム等が

出力機能を具備しない場合に限り行うことができる。）又は現有の機器等

で容易に対応できるときは、当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的
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記録媒体に複写したものの交付により行うものとする。 

（イ）電磁的記録の一部開示は、次のとおり取り扱うものとする。 

a 紙に出力して開示するものについては、紙の文書と同様の処理を行うも

のとする。ただし、処理の過程において、次のｂ又はｃの方法によること

が事務処理上効果的であると認められるものについては、その方法による

ことができる。 

b データで開示するものについては、不開示となる部分を記号等に置換す

る処理を行う。 

c データベース等置換処理が困難なデータについては、不開示とするデー

タ項目を削除又は出力しないこととした上で、ファイルレイアウト等によ

りデータの存在を示し、当該項目について不開示とする旨を付記する。 

d 置換又は削除処理することにより、開示するデータの内容が変更される

（関数、乗率、係数等でその後の計算がエラーとなるようなデータ等）場

合は、紙による一部開示で対応するものとする。 

  （４）開示をする場合の注意事項 

開示請求に係る公文書に、不開示情報に係る部分がある場合は、当該部分をそ

の他の部分と明確に区分できると実施機関が判断する方法で塗りつぶし、開示請

求に係る内容以外の情報が記載されている場合は、当該部分を白色で塗りつぶし

て枠で囲むなどの処理をした上で、開示するものとする。 

  （５）視覚障害者への対応 

開示請求者から開示請求時に申出があった場合で、容易に対応が可能であると

きは、開示請求に係る公文書について、パーソナルコンピュータのアプリケーシ

ョンを用いて点字又は音声情報に変換し、開示することができる。 

  （６）業務用システムの取扱い 

   ア 汎用機等を利用した業務用システムのデータの開示については、原則として前

    記(1)イ及び(3)カによるものとする。 

なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要であって、主務課が当該処理を行

うことが相当であると認める場合には、その概算額を前納させるものとし、サー

ビス推進部サービス推進課と協議する。 

   イ 前項の特別の処理に要する委託費等については、その見積額をもって概算額と

    し、納入通知書を発行する。納付確認後契約を行い、当該処理完了後委託契約額

    をもって確定額とし精算する。 

 ７ 公文書の開示事務 

  （１）日時及び場所 

     公文書の開示は、あらかじめ開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指

定した日時及び場所で行うものとする。 

  （２）主務課職員の立会い 

     公文書の開示をするときは、原則として主務課の職員が立ち会うものとする。 

  （３）開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示 

     公文書の開示をする際は、開示請求者に対し、開示決定通知書又は一部開示決
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定通知書を提示するよう求め、次のことを確認する。 

   ア 開示決定通知書又は一部開示決定通知書に記載された公文書と公文書の開示を

    受けようとする公文書とが一致すること。 

   イ 公文書の開示の方法 

   ウ 写しの交付を行う場合はその数量及び写しの作成箇所等 

   エ 代理人の場合は、代理人であることを証明する書類 

  （４）公文書の開示申込書の提出 

     上記 (3)の確認後、開示請求者に対し、所要事項を記入した公文書の開示申込

書（規程別記第10号様式）の提出を求める。 

  （５）開示手数料の納入 

     公文書の開示申込書の提出があった場合には、開示手数料の金額を告知し、現

金による納入を求めた後、領収書を交付する。 

  （６）公文書の開示 

     公文書の開示は、開示請求者が開示手数料を納入した後に行う。 

  （７）開示に当たっての注意事項 

     公文書の開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその

内容を損傷するおそれがあるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずる

ことができる。 

  （８）公文書の開示申込書の保存 

     公文書の開示申込書は、公文書の開示をした主務課において保存する。 

  （９）指定日時以外の公文書の開示 

   開示請求者が開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指定した日時に来

庁しなかった場合は、開示請求者と調整の上改めて日時を指定し、その旨を書面

により通知するものとする。 

 

 ８ 郵便等による写しの交付事務 

開示請求者から申出があった場合は、写しを郵便等により送付することができる。

具体的な手続は、原則として以下のいずれかの方法によるものとする。 

  （１）郵便等による写しの交付の手続 

ア 現金書留で納付を行う場合 

開示請求者に開示手数料の額及び郵便等による送付に要する費用が記入された

公文書の開示申込書を送付し、開示請求者から当該開示手数料及び郵便等による

送付に要する費用の納付並びに公文書の開示申込書の送付を受けた後、領収書と

対象公文書の写しを送付する。 

イ 郵便為替で納付を行う場合 

開示請求者に開示手数料の額及び郵便等による送付に要する費用が記入された

公文書の開示申込書を送付し、開示請求者から当該開示手数料及び郵便等による

送付に要する費用の納付並びに公文書の開示申込書の送付を受けた後、領収書と

対象公文書の写しを送付する。この場合、サービス推進部サービス推進課長の氏

名をあらかじめ開示請求者に示し、その氏名が受取人欄に記入された為替を開示
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請求者から受け取るものとする。 

ウ 納入通知書で納付を行う場合 

開示請求者に開示手数料の額及び郵便等による送付に要する費用が記入された

公文書の開示申込書を送付し、開示請求者から公文書の開示申込書の送付を受け

る。その後、開示請求者に納入通知書を送付し、当該開示手数料及び郵便等によ

る送付に要する費用の納付を受けた後、対象公文書の写しを送付する。 

 

  （２）返送の催告等 

     郵便等による写しの交付を希望し、相当の期間内に開示手数料及び郵便等によ

る送付に要する費用の納付並びに公文書の開示申込書の送付がない場合は、相当の

期間を定め、開示請求者に送付の催告を行う（開示請求者がこの催告に応じない場

合は、書面により開示の日時及び場所を指定して再度催告を行う。再度の催告にも

応じない場合は後記９(5)により処理する）。 

 

 ９ 開示手数料の徴収事務 

  （１）開示手数料の徴収事務 

     開示手数料の徴収事務は、別に定める「東京都情報公開条例及び個人情報の保

護に関する法律並びに個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく開示手数料

の徴収事務について」による。 

  （２）開示手数料の計算方法等                 

    ア  開示手数料については、別表を参考とすること。 

   イ 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成し、交付する場合においては、片面

    を１枚として計算する。 

     ウ  Ａ３判を超える規格の用紙を用いて写しを交付した場合であって、換算の結果、

    端数が生じたときは端数を切り捨てるものとする。 

         換算の方法は、Ａ３判との面積の比率により行う。 

   エ  窓口には、開示手数料の計算方法について、開示請求者の照会に応じられるよ

    うその計算方法等を明示するものとする。 

   （３）費用の徴収 

ア 光ディスク以外の媒体に複写した場合は、その購入価格を実費として徴収する。 

イ フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付において写しの作成に要

する費用は委託契約額を実費として徴収する。 

ウ 電磁的記録の写しの交付において特別の処理に要する費用は委託契約額等を実

費として徴収する。 

  （４） 開示手数料の照会への対応 

        開示請求者から事前に開示手数料について照会があった場合は、当該金額を明

示するものとする。 

  （５）条例第17条第２項の取扱い（開示手数料のみなし徴収）について 

         条例第17条第２項の規定に基づき開示したものとみなして開示手数料を徴収す

る場合は、その旨の決定をし、納入通知書により当該開示請求者に請求する。 
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  （６）条例第17条第３項の取扱い（開示手数料の免除）について 

        開示請求に係る公文書について、その内容を、規程第９条の方法で公にするこ

とが予定されているとき、又は公にするべきであると判断したときは、開示決定

の際に、この規定を適用し開示手数料を免除する旨を併せて決定するものとする。 

        なお、この規定は遡及適用しない。 

  （７）条例第17条第４項の取扱い（減免）について 

   開示請求者は、開示手数料の減免を請求する場合は、特別の理由があることを証

明する書類等を提出するとともに書面により行う。この結果、減免の事由に該当す

ることが証明されたときは、局長は、東京都水道局財務規程（昭和３５年東京都水

道局管理規程第２２号）等に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

第４ 第三者保護に関する手続 

 １ 都以外のものに関する情報に係る意見照会 

 開示請求に係る公文書に、都以外のものに関する情報が記録されている場合におい

て必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするために、当該都以外のもの

に対し、開示決定等に係る意見書（規程別記第８号様式別紙）の提出を求めることが

できる。ただし、開示請求に係る公文書に記録された都以外のものに関する情報が、

条例第７条各号のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときは、

この限りでない。 

 また、１件の公文書に多数の都以外のものに係る情報が記録されているときは、必

要な範囲で意見照会を行うものとする。 

 

 ２ 第三者情報に係る意見照会 

 開示請求に係る公文書に、都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請

求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されている場合にお

いて、条例第７条第２号ロ若しくは同条第３号ただし書又は第９条の規定により開示

しようとするときは、当該第三者の所在が不明な場合を除き、開示決定等に係る意見

書の提出を求めなければならない。なお、条例第７条第７号ただし書により開示する

場合についても同様の手続を経るものとする。 
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第15条 開示請求に係る公文書に都以外のものに関する情報が記録されていると

 きは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対 

 し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意

 見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当

 該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を

 書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただ  

 し、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

 (1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であ

  って、当該情報が第７条第２号ロ又は同条第３号ただし書に規定する情報に

  該当すると認められるとき。 

 (2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定より開示しよ

  うとするとき。 

 

 ３ 意見照会する事項 

   個人若しくは法人等に関する権利利益の侵害の有無又は国等との間における協力関

  係若しくは信頼関係に対する影響の有無その他必要と認める事項とする。 

 

 ４ 意見照会の方法 

 意見照会は、開示請求のあったことを意見照会書（規程別記第８号様式）により通

知し、原則として文書で意見を求めることにより行う。この場合、１週間以内に回答

するよう協力を求めるものとする。 

 

 ５ 意見書の取扱い 

   意見照会を行った主務課は、照会の相手方の氏名若しくは名称、住所若しくは所在

  地、意見照会実施年月日、確認事項の内容又は意見その他必要な事項を記録した調査

  書を作成するものとする。 

 

 ６ 第三者への通知 

   第三者に係る情報について、意見照会を行った後に開示決定をした場合は、直ちに

  当該第三者に対し、開示決定に係る通知書（規程別記第９号様式）により通知するも

  のとする。 

 

  

第５ 審査請求があった場合の取扱い 

 開示決定等について、行政不服審査法第５条の規定に基づく審査請求は、知事にな

される。このため、当局においては、総務局（総務部法務課及び情報公開課）からの

通知を受けて対応することとなる。 



- 20 - 

 なお、総務局（総務部法務課及び情報公開課）から通知があった場合は、総務部総

務課が対応するものとし、主務課においては、これらの準備事務を分担するものとす

る。 

 

 

第６ 文書検索目録等の作成 

 １ 文書検索目録 

  （１）目録の送付 

   総務部総務課は、毎年１回、文書検索目録の主務課の公文書に係る事項を調査

及び確認し、変更等があるときは、その旨をサービス推進部サービス推進課に通

知するものとする。 

  サービス推進部サービス推進課長は、局の文書検索目録を取りまとめ、その写

しを情報公開課に送付するものとする。 

  （２）目録の閲覧 

     文書検索目録は、主務課のほか、都民情報ルーム及び局情報コーナーにおいて、

    一般の閲覧に供するものとする。 

 

 ２  文書目録情報検索用データベース 

   （１）公開決定処理 

         主務課は、文書総合管理システムを用いて、おおむね月１回公開決定の処理を

行うものとする。公開決定の処理を行うことにより、公開決定された公文書に関

する情報が、情報公開用システムの文書目録情報検索用データベースに取り込ま

れる。 

   （２）情報の内容 

         規程第12条に規定する局長が別に定める公文書に関する情報は、次のとおりと

する。 

      ア  区分 

      イ  大項目 

      ウ  小項目 

      エ  細項目  

      オ  分類記号 

      カ  保存期間  

      キ  保存期間満了後の措置 

      ク  文書記号番号 

      ケ  決定年月日等 

      コ  所管局部課名 

      サ  所管局部課コード 

      シ  元号 

   ス 操作フラグ 

       なお、文書目録情報検索用データベースを用いた検索の結果、情報公開用シス   
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    テムの画面に表示されるのは、公文書の件名及び上記アからコまでの情報である。  

    サからスまでの情報は情報公開用システム内の情報処理に用いられるものであり、  

    画面に表示されない。 

 

第７ 実施状況の公表 

   条例第42条による実施状況の公表事項は、次のとおりとする。 

  ア 公文書の開示の請求件数 

  イ 公文書の開示決定件数（一部開示決定の場合を含む。） 

  ウ 公文書の不開示決定件数 

  エ 審査請求の件数 

  オ 条例第20条により裁決を行った処理件数 

  カ 条例第35条第１項に基づく情報公表等の実績 

  キ その他総務局長が定める事項 

 

    附 則 

  この要領は、平成１２年１月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１４年７月１日から施行する。 

      附  則 

  この要領は、平成１６年４月１日から施行し、改正後の第３．１、第３．２．（１）、

第３．２．（３）、第３．２．（４）、第３．４．（４）、第３．５．（１）、第３．５．

（３）、第３．５．（７）、第４．４及び第７．２の規定は、平成１５年１０月１日から

適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

     附 則 

 この要領は、平成１９年９月１日から施行する。 

     附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年７月１６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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（経過措置）  

２ 主務課がした開示決定等についての審査請求であって、平成28年３月31日以前にな

された開示決定等に係るものについては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表 

１ 写しの交付（紙媒体及びフィルムへの複写または印刷） 
 
 

公文書の種類 金      額 根拠規定 
 

 文書、図画及び写真（単 

 色刷り） 

写し１枚につき10円  条例別表 

 文書、図画及び写真（多 

 色刷り） 

写し１枚につき20円  条例別表 

マイクロフィルム（単色 

刷り） 

印刷物として出力したもの１枚につき10円  条例別表 

 マイクロフィルム（多色 

刷り） 

印刷物として出力したもの１枚につき20円  条例別表 

 フィルム（マイクロフィ 

ルムを除く） 

 写しの作成に要する費用  施行規則２条 

第１項 

（実費） 

 パーソナルコンピュータ 

で作成された電磁的記録 

（単色刷り） 

 印刷物として出力したもの１枚につき10円  条例別表 

 パーソナルコンピュータ 

で作成された電磁的記録 

（多色刷り） 

 印刷物として出力したもの１枚につき20円 

 

 条例別表 

 
 
２ 写しの交付（電磁的記録媒体への複写） 
 
 

公文書の種類 複写する媒体 金      額 根拠規定 
 

文書、図面及び写真（ス 

キャナにより読み取って 

できた電磁的記録） 

光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

 ＤＶＤ－Ｒ） 

 

光ディスク１枚につき100円  条例別表 

 フィルム（マイクロフィ 

ルムを除く） 

 

光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

ＤＶＤ－Ｒ） 

その他の電磁 

的記録媒体 

写しの作成に要する費用  施行規則第２条 

第１項 

（実費） 

ビデオテープ ビデオテープ ビデオテープ（ＶＨＳ規格・120分）１巻につ 

き290円 

 条例別表 

光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

ＤＶＤ－Ｒ） 

その他の電磁 

的記録媒体 

複写する媒体に要する費用及び委託費用等  施行規則第３条 

 第１項及び第２項 

（実費） 

録音テープ 

 

 録音テープ  カセットテープ（ノーマルタイプ・90分） 

 １巻につき150円 

 条例別表 
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 光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

ＤＶＤ－Ｒ） 

その他の電磁 

的記録媒体 

複写する媒体に要する費用及び委託費用等 施行規則第３条 

 第１項及び第２項 

（実費） 

 パーソナルコンピュータで

作成された電磁的記録 

光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

 ＤＶＤ－Ｒ） 

 

光ディスク１枚につき100円  条例別表  

 光ディスク（

ＣＤ－Ｒ、Ｄ

ＶＤ－Ｒ）以

外の電磁的記

録媒体 

 複写する媒体に要する費用  施行規則第３条 

 第１項 

（実費） 

 

  パーソナルコンピュータ 

 以外の機器を用いて作成 

 された電磁的記録（ビデ 

 オテープ及び録音テープ 

 を除く。） 

光ディスク 

（ＣＤ－Ｒ、 

ＤＶＤ－Ｒ） 

その他の電磁 

的記録媒体 

 複写する媒体に要する費用及びプログラム・ 

 委託費用等 

 施行規則第３条 

 第１項及び第２項 

（実費） 

 

 

 


